
 
 

平成 26 年 4 月 1 日より「入院医療費」の計算方法が変わります 

ＤＰＣ対象病院のお知らせ 

 当院は、厚生労働省からの指定を受け、平成 26 年 4 月１日からＤＰＣ対象病院となります。これに

伴い、入院費の計算方法がこれまでの「出来高方式」から「診断群分類別包括評価（ＤＰＣ）方式」と

呼ばれる新しい計算方式へと変わりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

「ＤＰＣとは Diagnosis(診断) Procedure(処置・手技) Combination(組み合わせ) の略」 

 従来の診療行為ごとに積算して診療費を計算する「出来高方式」とは異なり、入院患者さんの病名、

症状、治療内容をもとに厚生労働省が定めた診断群分類ごとに１日当たりの定額料金からなる包括評価

部分（投薬、注射、検査、画像診断、入院料等）と、出来高評価部分（手術・麻酔・リハビリ・指導料

等）を組み合わせて計算する新しい方式です。 

 ＤＰＣは、医療の質の標準化を目指すものであり、単に計算方式の改革だけでなく、良質な医療、効

率的、効果的な医療、医療の透明化等を図るために実施されるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ＤＰＣの対象となる方 

 平成２６年４月１日以降に２階病棟、３階病棟（亜急性期を除く）、４階病棟に入院される患者さんが対象

になります。なお、平成２６年３月３１日以前に入院された患者さんで、４月以降も引き続き入院される場合

は、４月と５月分はこれまでの出来高方式で計算され、６月の医療費からＤＰＣ方式で計算されます。 

入院診療費のご請求について 

 これまでは、月２回の定期請求を行っておりましたが、この度の計算方式の変更に伴い、月１回（月末締め

の翌月１０日頃のご請求）に変更させて頂きます。ご不明な点がございましたら、本階 1 階事務受付までお

問い合わせください。 
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平成２６年３月３１日まで 
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ＤＰＣに関するQ&A 
Q.なぜ、入院医療費の計算方式が変わるのですか？ 

 

A.国の意向である「医療費の標準化」を目指した新しい医療費の計算方法が「診断群分類包括評価制度

（ＤＰＣ）」です。この制度は、平成１５年度から、大学病院や国立病院など高度先端医療を行っている

特定機能病院を対象に実施されていましたが、その後一定の基準を満たす急性期の一般病院についても

推し進められました。当院でも平成 22 年度より厚生労働省の事前調査に協力し、一定の基準を満たし

たことにより平成 26 年 4 月よりＤＰＣ請求を開始することになりました。 

 

Q.ＤＰＣという計算方式により医療費はこれまでとどのように変わるのですか？ 

 

A.従来の「出来高方式」では、診療を行った検査や注射、投薬などの量に応じて医療費が計算されてい

ましたが、この新たな医療費の計算方式では、病名や手術、処置等の内容に応じた１日当りの定額（包

括）医療費を基本として全体の医療費の計算を行います。１日当りの定額の医療費は、国が定めた診断

群分類(2,241 分類)と呼ばれる分類ごとに入院日数に応じて定められています。 

なお、手術・リハビリなどの技術料については、これまで通り出来高方式で医療費が計算され、入院に

かかる医療費は、定額分（包括分）と出来高分とを合わせたものとなります。 

 

Q.すべての入院患者がこの制度の対象となりますか？ 

 

A.患者さんの病名や治療の内容に応じて分類されたＤＰＣ（診断群分類：2,241 分類）のいずれかに患

者さんの病気が該当すると主治医が判断した場合に対象となります。 

ご病気がこの診断群分類のいずれにも該当しない場合には、これまで通り出来高払いの計算方法となり

ます。また、以下の場合も従来通り出来高払いとなります。 

①自賠責保険・労災・公災保険を使用される方 

②自費診療の方 

③入院後２４時間以内に亡くなられた方 

④治験に参加されている方 

⑤ＤＰＣ対象外の病棟に入院される方 

（当院の場合は、東 2 階回復期リハビリ病棟・東 3 階慢性期病棟、療養病棟、亜急性期病床が対象外） 

 

Q.入院医療費の一部負担金額はどう変わりますか？ 

 

A.一部負担金の割合は、従来と変わりありません。患者さんがご加入されている保険の負担割合に応じ

て一部負担金をお支払いいただきます。 

ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって診断群分類（病名）が変更になった場合には、請求

額が変動することとなるため、月ごとの定期請求や退院時に前月までのお支払額と差額の調整を行うこ

とがあります。 

 

（次のページもご覧ください） 



Q.今までの出来高計算とＤＰＣによる計算では、一部負担金はどちらが高くなりますか？ 

 

A.ＤＰＣでは、病名と入院日数によって医療費が決まりますので、どちらが高くなるかは一概に言えま

せん。 

 

Q.複数の病気を治療したり、転科したりした場合はどうなりますか？ 

 

A.ＤＰＣでは、患者さんの入院期間を通して「最も医療資源を投入した病名」により１日当りの医療費

が決められています。よって、複数の病気を治療した場合でも、その中から医師が１回の入院中、１つ

の病名を選んで治療費を決定します。 

 

Q.3 月 31 日以前から入院している場合の計算は、どうなりますか？ 

 

A.4 月１日以降に入院される患者さんが対象になります。4 月 1 日以前より引き続き入院されている場

合は、4 月と 5 月分はこれまでの出来高方式で計算され、6 月の医療費からＤＰＣ方式で計算されます。 

 

Q.長期の入院になった場合でも、１日当りの定額（包括）医療費は同じですか？ 

 

A.厚生労働省より定められた１日当りの定額（包括）医療費は、それぞれ診断群分類（病名）別に３段

階に区分されており、入院が長くなるほど１日当りの定額（包括）医療費は逓減します。 

また、入院が長期になった場合には、診断群分類ごとに定められた入院日数を超えると従来の出来高計

算になります。 

 

Q.転棟した場合はどうなりますか？  

 

A.当院は、本館２階病棟、本館３階病棟、本館 4 階病棟がＤＰＣ対象病棟となります。従って、対象病

棟から東３階へ転棟した場合は、転棟した日より、出来高方式での計算になります。また、その逆の場

合は、転棟した日よりＤＰＣ方式での計算になります。なお、本館２階病棟、本館３階病棟・本館４階

病棟間での転棟は、ＤＰＣ方式のままです。東 2 階病棟（回復期リハビリ）、療養病棟への転棟は従来通

りの計算方法です。 

 

Q.入院診療費の請求はどのような扱いになるのですか？ 

 

A.患者さんへの請求は、従来の月２回の定期請求（１５日・月末締め）および退院時から、月１回の定

期請求（月末締め）および退院時へと変わります。 

 

Q.早く退院させられる事はありませんか？ 

 

A.入院・退院の判断は主治医が医学上の判断に基づいて従来と同様に行いますので入院治療の必要があ

るにも関わらず早く退院をお願いすることはありません。 

 

Q.食事の料金もこの料金に含まれますか？ 

A.食事の料金は、従来通りの金額を別に負担していただくことになります。 


